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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッドと、
　前記パッドを覆う絶縁層と、
　前記絶縁層を貫通し前記パッドに接続されたビア配線と、
を有し、
　前記ビア配線は、めっき金属よりなり、
　前記ビア配線は、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１のビア
部と、前記第１のビア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２のビア部とを
有し、
　前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径より、前記第２のビア部の前記パッド
の上面における径が大きく
　前記パッドの上面は、外周部に対して中心部が低い湾曲した凹状に形成されていること
、
を特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記第２のビア部の前記パッドの上面における径が前記パッドの径と等しいことを特徴
とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記第２のビア部の前記パッドの上面における径が前記パッドの径より小さいことを特
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徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第２のビア部の前記パッドの上面における径が前記パッドの径より大きく、
　前記第２のビア部が前記パッドの側面の一部を覆うこと、
を特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記パッドの径は、前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径の１．２～２倍で
あることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　前記第１のビア部の長さは、前記ビア配線の長さの８０～９８％であることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項７】
　前記絶縁層を貫通して、前記パッドを露出する貫通孔が設けられており、
　前記貫通孔は、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１の孔部と
、前記第１の孔部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２の孔部とを有し、
　前記ビア配線は、前記貫通孔に充填されためっき金属よりなること、
を特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項８】
　前記第２のビア部の周面は、前記絶縁層の上面に向かって凸型Ｒ形状の曲面であること
を特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項９】
　パッドを覆う絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層にレーザ光を照射し、前記パッドの上面の一部を露出する開口部を形成する
とともに、前記レーザ光により前記パッドを加熱して前記開口部の周囲において前記パッ
ドと接する前記絶縁層の部分を変質させる工程と、
　前記変質させた前記絶縁層の部分を除去し、前記絶縁層に、前記開口部の一部からなり
前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１の孔部と、前記第１の孔部
の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２の孔部とを有する貫通孔を形成する工
程と、
　前記貫通孔をめっき金属で充填し、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さ
くなる第１のビア部と、前記第１のビア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる
第２のビア部とを有するビア配線を形成する工程と、
を有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径より、前記第２のビア部の前記パッド
の上面における径が大きいこと、を特徴とする請求項９に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、配線基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップ等の電子部品が搭載される配線基板として、配線パターンを高密度
化するため、ビルドアップ法により複数の配線層及び絶縁層を交互に積層した配線基板が
知られている。各配線層は、絶縁層を貫通する貫通孔（ビアホール）に形成したビア配線
を介して接続される。貫通孔は、例えば絶縁層にレーザ光を照射して形成される（例えば
、特許文献１参照）。
【０００３】
　電子部品が実装される配線基板では、シリカ等の粒径の大きなフィラーを含む絶縁層を
用いる場合がある。フィラーは、絶縁層の熱膨張係数を低くする。絶縁層の熱膨張係数と
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電子部品の熱膨張係数との差を小さくすることで、配線基板と電子部品とを含む半導体パ
ッケージの反りを抑制する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－０３５９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に、レーザ光は、中心部の照射強度に比較し、周辺部分の照射強度が弱い。照射
強度により、樹脂層に対する加工性に差違が生じる。このため、レーザ光による貫通孔の
形状は、絶縁層表面側における貫通孔の径（トップ径）に比較し、貫通孔の底部側の径（
ボトム径）が小さくなる傾向にある。絶縁層に含まれるフィラーは、レーザ光による樹脂
層の加工性を低下させる。このため、樹脂層のフィラーの含有量が増加すると、レーザ光
の周辺部分ほど加工性が低下し、上述の傾向が強くなる、つまり貫通孔のボトム径がより
小さくなる傾向がある。このことは、貫通孔に充填されるビア配線と、そのビア配線に接
続される配線層との間の接続面積、つまり配線層間の接続信頼性の低下を招く。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、配線基板は、パッドと、前記パッドを覆う絶縁層と、前記絶
縁層を貫通し前記パッドに接続されたビア配線と、を有し、前記ビア配線は、めっき金属
よりなり、前記ビア配線は、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第
１のビア部と、前記第１のビア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２のビ
ア部とを有し、前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径より、前記第２のビア部
の前記パッドの上面における径が大きく、前記パッドの上面は、外周部に対して中心部が
低い湾曲した凹状に形成されている。
【０００７】
　本発明の別の一観点によれば、配線基板の製造方法は、パッドを覆う絶縁層を形成する
工程と、前記絶縁層にレーザ光を照射し、前記パッドの上面の一部を露出する開口部を形
成するとともに、前記レーザ光により前記パッドを加熱して前記開口部の周囲において前
記パッドと接する前記絶縁層の部分を変質させる工程と、前記変質した前記絶縁層の部分
を除去し、前記絶縁層に、前記開口部の一部からなり前記絶縁層の上面から前記パッドに
向けて径が小さくなる第１の孔部と、前記第１の孔部の下端から前記パッドに向けて径が
大きくなる第２の孔部とを有する貫通孔を形成する工程と、前記貫通孔を導体で充填し、
前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１のビア部と、前記第１のビ
ア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２のビア部とを有するビア配線を形
成する工程と、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一観点によれば、配線層間の接続信頼性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】（ａ）は配線基板の概略断面図、（ｂ）はビア配線の拡大断面図、（ｃ）はビア
配線の拡大断面図。
【図２】半導体装置の概略断面図。
【図３】配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図４】（ａ）～（ｄ）は配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図５】（ａ），（ｂ）は別の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図６】配線基板の変形例を示す概略断面図。
【図７】（ａ），（ｂ）はビア配線の変形例を示す概略断面図。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、各形態を説明する。
　なお、添付図面は、理解を容易にするために構成要素を拡大して示している場合がある
。構成要素の寸法比率は実際のものと、又は別の図面中のものと異なる場合がある。また
、断面図では、各部材の断面構造を分かりやすくするために、一部の部材のハッチングを
梨地模様に代えて示し、一部の部材のハッチングを省略している場合がある。なお、本明
細書において、「平面視」とは、対象物を図１等の鉛直方向（図中上下方向）から視るこ
とを言い、「平面形状」とは、対象物を図１等の鉛直方向から視た形状のことを言う。
【００１１】
　図２に示すように、半導体装置１は、配線基板１０と、半導体素子１００とを有してい
る。
　配線基板１０の上面には、半導体素子１００を実装するためのバンプ１１が形成されて
いる。半導体素子１００は、はんだ１０１によりバンプ１１に接続されている。はんだ１
０１は、例えば半導体素子１００に形成されたはんだバンプである。配線基板１０と半導
体素子１００との間にはアンダーフィル樹脂１０２が充填されている。
【００１２】
　配線基板１０の下面には、はんだバンプ１２が形成されている。はんだバンプ１２は、
半導体装置１、つまり配線基板１０を他の基板（例えばマザーボード等の実装基板）に実
装する際に使用される外部接続端子である。なお、外部接続端子として、はんだボール、
リードピン、スタッドバンプ、等を用いることもできる。
【００１３】
　半導体素子１００としては、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）チップやＧ
ＰＵ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることができる。
また、半導体素子１００としては、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）
チップ、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）チップやフラッシュメモリチップな
どのメモリチップを用いることができる。なお、配線基板１０に複数の半導体素子１００
を搭載してもよい。このような場合には、ロジックチップとメモリチップとを組み合わせ
て配線基板１０に搭載するようにしてもよい。
【００１４】
　次に、配線基板について詳述する。
　図１（ａ）に示すように、配線基板１０は、配線基板１０の厚さ方向の中心付近に設け
られた基板本体２０を有している。
【００１５】
　基板本体２０は、コア基板２１と、コア基板２１を厚さ方向に貫通する貫通孔２１Ｘに
形成された貫通電極２２を有している。また、基板本体２０は、コア基板２１の下面に積
層された配線２３と、コア基板２１の上面に積層された配線２４を有している。配線２３
，２４は、貫通電極２２を介して互いに電気的に接続されている。
【００１６】
　コア基板２１の材料としては、例えば、補強材であるガラスクロス（ガラス織布）にエ
ポキシ樹脂を主成分とする熱硬化性の絶縁性樹脂を含浸させ硬化させた、いわゆるガラス
エポキシ樹脂を用いることができる。補強材としてはガラスクロスに限らず、例えば、ガ
ラス不織布、アラミド織布、アラミド不織布、液晶ポリマ（ＬＣＰ：Liquid Crystal Pol
ymer）織布やＬＣＰ不織布を用いることができる。熱硬化性の絶縁性樹脂としてはエポキ
シ樹脂に限らず、例えば、ポリイミド樹脂やシアネート樹脂などの樹脂材を用いることが
できる。貫通電極２２及び配線２３，２４の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金
を用いることができる。
【００１７】
　基板本体２０の下面側には、複数（図では２層）の絶縁層３１，３３及び配線層３２，
３４が積層されている。詳述すると、絶縁層３１は、コア基板２１の下面に、配線２３を
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被覆するように形成されている。配線層３２は、絶縁層３１の下面に積層されている。配
線層３２は、絶縁層３１を厚さ方向に貫通するビア配線３２Ｖと、そのビア配線３２Ｖを
介して配線２３と電気的に接続され、絶縁層３１の下面に積層された配線パターンとを有
している。
【００１８】
　絶縁層３３は、絶縁層３１の下面に、配線層３２を被覆するように形成されている。配
線層３４は、絶縁層３３の下面に積層されている。配線層３４は、絶縁層３３を厚さ方向
に貫通するビア配線３４Ｖと、そのビア配線３４Ｖを介して配線層３２と電気的に接続さ
れ、絶縁層３３の下面に積層された配線パターンとを有している。絶縁層３１，３３の材
料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁性樹脂、又はこれら絶縁
性樹脂にシリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いることができる。配線層
３２，３４の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）や銅合金を用いることができる。
【００１９】
　基板本体２０の上面側には、複数（図では２層）の絶縁層４１，４３及び配線層４２，
４４が積層されている。詳述すると、絶縁層４１は、コア基板２１の上面に、配線２４を
被覆するように形成されている。配線層４２は、絶縁層４１の上面に積層されている。配
線層４２は、絶縁層４１を厚さ方向に貫通するビア配線４２Ｖと、そのビア配線４２Ｖを
介して配線２４と電気的に接続され、絶縁層４１の上面に積層された配線パターンとを有
している。
【００２０】
　絶縁層４３は、絶縁層４１の上面に、配線層４２を被覆するように形成されている。配
線層４４は、絶縁層４３の上面に積層されている。配線層４４は、絶縁層４３を厚さ方向
に貫通するビア配線４４Ｖと、そのビア配線４４Ｖを介して配線層４２と電気的に接続さ
れ、絶縁層４３の上面に積層された配線パターンとを有している。絶縁層４１，４３の材
料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁性樹脂、又はこれら絶縁
性樹脂にシリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いることができる。配線層
４２，４４の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金を用いることができる。
【００２１】
　絶縁層３３の下面には、配線層３４を被覆する保護絶縁層５０が積層されている。保護
絶縁層５０には、配線層３４の下面の一部を外部接続用パッドＰ１として露出する開口部
５０Ｘが形成されている。保護絶縁層５０の材料として、例えば感光性のドライフィルム
レジスト又は液状のフォトレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドラ
イフィルムレジストや液状レジスト）等が用いられる。例えば感光性のドライフィルムレ
ジストを用いる場合には、絶縁層３３の下面及び配線層３４を、熱圧着したドライフィル
ムによりラミネートし、そのドライフィルムをフォトリソグラフィ法によりパターニング
して開口部５０Ｘを有する保護絶縁層５０を形成する。また、液状のフォトレジストを用
いる場合にも、同様の工程を経て、保護絶縁層５０が形成される。
【００２２】
　なお、配線層３４において、開口部５０Ｘに露出する面に表面処理層が形成されてもよ
い。表面処理層の材料としては、金（Ａｕ）又はＡｕ合金、ニッケル（Ｎｉ）又はＮｉ合
金、パラジウム（Ｐｄ）又はＰｄ合金を用いることができる。表面処理層としては、例え
ばＡｕ層、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／
Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）、等を挙げることができ
る。また、ＯＳＰ（Organic Solderability Preservative）処理などの酸化防止処理を施
して表面処理層を形成するようにしてもよい。例えば、ＯＳＰ処理を施した場合には、ア
ゾール化合物やイミダゾール化合物等の有機被膜による表面処理層が形成される。配線層
３４の下面に表面処理層が形成されている場合、その表面処理層が上述の外部接続用パッ
ドＰ１として機能する。
【００２３】
　絶縁層４３の上面には、配線層４４を被覆する保護絶縁層６０が積層されている。保護



(6) JP 6796482 B2 2020.12.9

10

20

30

40

50

絶縁層６０には、配線層４４の上面の一部を外部接続パッドＰ２として露出する開口部６
０Ｘが形成されている。開口部６０Ｘの形状は、例えば平面視円形状である。保護絶縁層
６０の材料として、例えば感光性のドライフィルムレジスト又は液状のフォトレジスト（
例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジストや液状レジスト）
等が用いられる。例えば感光性のドライフィルムレジストを用いる場合には、絶縁層４３
の上面及び配線層４４を、熱圧着したドライフィルムによりラミネートし、そのドライフ
ィルムをフォトリソグラフィ法によりパターニングして開口部６０Ｘを有する保護絶縁層
６０を形成する。また、液状のフォトレジストを用いる場合にも、同様の工程を経て、保
護絶縁層６０が形成される。
【００２４】
　最上層の配線層４４の上には接続端子としてのバンプ１１が形成されている。バンプ１
１は、保護絶縁層６０の開口部６０Ｘ内において、配線層４４と接続されている。また、
バンプ１１は、開口部６０Ｘ内から、保護絶縁層６０の上面６０ａより上方に向かって突
出している。
【００２５】
　なお、配線層４４において、開口部６０Ｘに露出する面に、配線層３４の表面処理層と
同様の表面処理層が形成されてもよい。表面処理層の材料としては、Ａｕ又はＡｕ合金、
Ｎｉ又はＮｉ合金、Ｐｄ又はＰｄ合金を用いることができる。表面処理層としては、例え
ばＡｕ層、Ｎｉ／Ａｕ層、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層、等を挙げることができる。また、ＯＳＰ
処理などの酸化防止処理を施して表面処理層を形成するようにしてもよい。配線層４４の
上面に表面処理層が形成されている場合、その表面処理層が上述の外部接続パッドＰ２と
して機能する。
【００２６】
　次に、ビア配線について詳述する。
　図１（ｂ）は、配線層４２に含まれるビア配線４２Ｖを示す。絶縁層４１には、その厚
さ方向に絶縁層４１を貫通し、配線２４の上面の一部を露出する貫通孔４１Ｘが形成され
ている。配線層４２は、絶縁層４１の上面４１ａに配設された配線パターンと、絶縁層４
１の貫通孔４１Ｘに形成されたビア配線４２Ｖとを有している。配線パターンは、ビア配
線４２Ｖを介して配線２４に接続されている。図１（ｂ）において、配線２４は、例えば
プレーン状（平板状）に形成されている。つまり、配線２４は、プレーン状の配線部の一
例である。
【００２７】
　貫通孔４１Ｘは、平面視円形状に形成されている。貫通孔４１Ｘは、絶縁層４１の上面
４１ａから配線２４の上面２４ａに向けて径が小さくなる。例えば、貫通孔４１Ｘは、絶
縁層４１の上面４１ａから配線２４の上面２４ａまで径が徐々に小さくなるテーパ状又は
逆円錐台形状に形成されている。ビア配線４２Ｖは、貫通孔４１Ｘに充填されている。従
って、ビア配線４２Ｖは、絶縁層４１の上面４１ａから配線２４の上面２４ａに向けて径
が小さくなる。例えば、ビア配線４２Ｖは、絶縁層４１の上面４１ａから配線２４の上面
２４ａまで径が徐々に小さくなるテーパ状又は逆円錐台形状に形成されている。
【００２８】
　なお、図１（ａ）に示す配線２３は、図１（ｂ）に示す配線２４と同様に、例えばプレ
ーン状に形成されている。そして、絶縁層３１を貫通して配線２３に接続される配線層３
２のビア配線３２Ｖは、ビア配線４２Ｖと同様に、絶縁層３１の下面から配線２３の下面
に向けて径が小さくなる。例えば、ビア配線３２Ｖは、絶縁層３１の下面から配線２３の
下面まで徐々に径が小さくなるテーパ状又は円錐台形状に形成されている。
【００２９】
　図１（ｃ）は、配線層４４に含まれるビア配線４４Ｖを示す。絶縁層４３には、その厚
さ方向に絶縁層４３を貫通し、配線層４２の上面の一部を露出する貫通孔４３Ｘが形成さ
れている。配線層４４は、絶縁層４３の上面４３ａに配設された配線パターン４４Ｌと、
絶縁層４３の貫通孔４３Ｘに形成されたビア配線４４Ｖとを有している。配線パターン４
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４Ｌは、ビア配線４４Ｖを介して配線層４２に接続されている。
【００３０】
　配線層４２は、パッド４２Ｐを有している。パッド４２Ｐは、配線層４２に含まれる配
線パターン（図示略）を介して他の接続パッド（図示略）と接続されている。パッド４２
Ｐの平面形状は例えば円形である。パッド４２Ｐの大きさ（直径Ｄ１）は、例えば８０～
１２５μｍとすることができる。パッド４２Ｐの厚さＴ１は、例えば１１～１９μｍとす
ることができる。
【００３１】
　貫通孔４３Ｘは、平面視円形状に形成されている。貫通孔４３Ｘは、絶縁層４３の上面
４３ａ側に形成された第１の孔部４３１と、絶縁層４３の下面４３ｂ側に形成された第２
の孔部４３２とを含む。
【００３２】
　第１の孔部４３１は、絶縁層４３の上面４３ａにおける開口径Ｄ２に対して、下端（配
線層４２側の端部）における開口径Ｄ４が小さくなるように形成されている。また、第１
の孔部４３１は、上端である絶縁層４３の上面４３ａから下方（配線層４２側）に向けて
径が小さくなる。例えば、第１の孔部４３１は、絶縁層４３の上面４３ａから配線層に向
かうに連れて径が小さくなるテーパ状又は逆円錐台形状に形成されている。
【００３３】
　第２の孔部４３２は、第１の孔部４３１の下端と等しい開口径に対して、配線層４２の
上面４２ａにおける開口径Ｄ３が大きくなるように形成されている。つまり、第２の孔部
４３２は、下端つまり配線層４２側の径より、上端つまり配線層４４側の径が小さく形成
されている。第２の孔部４３２の内壁は、断面視において、配線層４４に向かう凹型Ｒ形
状に形成されている。すなわち、第２の孔部４３２の内壁面は曲面に形成されている。本
実施形態において、第２の孔部４３２の下端の開口径Ｄ３は、パッド４２Ｐの直径Ｄ１と
同じ大きさに形成されている。
【００３４】
　絶縁層４３の厚さＴ２は、例えば３７～５３μｍとすることができる。従って、貫通孔
４３Ｘの深さＴ３は、例えば２６～３４μｍとすることができる。第１の孔部４３１の上
端の開口径、つまり絶縁層４３の上面４３ａにおける開口径Ｄ２は、例えば６１～６９μ
ｍとすることができる。第１の孔部４３１の下端の開口径Ｄ４は、例えば４６～５４μｍ
とすることができる。第２の孔部４３２において、上端の開口径は第１の孔部４３１の下
端の開口径Ｄ４と等しく、例えば４６～５４μｍとすることができる。第２の孔部４３２
の下端における開口径Ｄ３は、パッド４２Ｐの直径Ｄ１と等しく、例えば８０～１２５μ
ｍとすることができる。つまり、第１の孔部４３１の下端における開口径Ｄ４（第２の孔
部４３２の上端における開口径）は、この貫通孔４３Ｘにおける最小径となる。
【００３５】
　ビア配線４４Ｖは、貫通孔４３Ｘに充填されている。つまり、ビア配線４４Ｖは、第１
の孔部４３１に充填された第１のビア部４４１と、第２の孔部４３２に充填された第２の
ビア部４４２とを有している。
【００３６】
　第１のビア部４４１は、第１の孔部４３１の形状に応じて形成されている。つまり、第
１のビア部４４１は、絶縁層４３の上面４３ａから下面４３ｂに向けて径が小さくなる。
例えば、第１のビア部４４１は、絶縁層４３の上面４３ａから下面４３ｂに向かうに連れ
て径が小さくなるテーパ状又は逆円錐台形状に形成されている。そして、第１のビア部４
４１において、上端の径（ビアトップ径）は、例えば６１～６９μｍ、下端の径は例えば
４６～５４μｍとすることができる。
【００３７】
　第２のビア部４４２は、第２の孔部４３２の形状に応じて形成されている。つまり、第
２のビア部４４２は、配線層４２のパッド４２Ｐの上面における径より配線層４４側の径
が小さく形成されている。そして、第２のビア部４４２の外周面は、配線層４４に向かっ
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て凸型Ｒ形状に形成されている。すなわち、第２のビア部４４２の外周面は曲面に形成さ
れている。
【００３８】
　なお、図１（ａ）に示す配線層３２は、上述の配線層４２と同様に、パッドを有してい
る。そして配線層３４は、絶縁層３３の下面に形成された配線パターンと、絶縁層３３を
貫通して配線層３２のパッドに接続されたビア配線３４Ｖを有している。絶縁層３３に形
成された貫通孔は、図１（ｃ）に示す貫通孔４３Ｘと同様に、絶縁層３３の下面から配線
層３２に向けて径が小さくなる第１の孔部と、第１の孔部からパッドの下面に向けて径が
大きくなる第２の孔部を有している。
【００３９】
　そして、配線層３４に含まれるビア配線３４Ｖは、図１（ｃ）に示すビア配線４４Ｖと
同様に、絶縁層３３の下面から配線層３２に向けて径が小さくなる第１のビア部と、その
第１のビア部の上端から配線層３２に向けて径が大きくなる第２のビア部とを有している
。
【００４０】
　次に、上述した配線基板１０の製造方法の一例を説明する。
　なお、説明の便宜上、最終的に配線基板１０の各構成要素となる部分には、最終的な構
成要素の符号を付して説明する場合がある。また、工程の説明に係わらない部材の符号を
省略することがある。
【００４１】
　図３に示す配線基板１０は、公知の製造方法により製造することが可能であるため、そ
の一例の概略について説明する。
　まず、コア基板２１の所要箇所に貫通孔２１Ｘを形成し、その貫通孔２１Ｘ内にめっき
や導電性ペーストを施して貫通電極２２を形成することで両面を導通させた後、例えばサ
ブトラクティブ法により配線２３，２４を形成する。次に、コア基板２１の上面及び下面
にそれぞれ絶縁層４１，３１を樹脂フィルムの真空ラミネートにより形成し、加熱して硬
化させる。なお、ペースト状又は液状の樹脂の塗布と加熱により絶縁層４１，４３を形成
してもよい。続いて、絶縁層４１，３１にそれぞれ開口部を形成し、必要であればデスミ
ア処理した後、例えばセミアディティブ法により配線層４２，３２を形成する。同様に、
絶縁層４３，３３及び配線層４４，３４を形成する。
【００４２】
　次いで、絶縁層４３の上面に、開口部６０Ｘを有する保護絶縁層６０を形成し、絶縁層
３３の下面に、開口部５０Ｘを有する保護絶縁層５０を形成する。保護絶縁層６０は、例
えば、感光性のソルダレジストフィルムをラミネートし、又は液状のソルダレジストを塗
布し、当該レジストをフォトリソグラフィ法により露光・現像して所要の形状にパターニ
ングすることにより得られる。同様に、保護絶縁層５０は、例えば、感光性のソルダレジ
ストフィルムをラミネートし、又は液状のソルダレジストを塗布し、当該レジストをフォ
トリソグラフィ法により露光・現像して所要の形状にパターニングすることにより得られ
る。
【００４３】
　次に、図１（ｃ）に示すビア配線４４Ｖの形成方法を説明する。なお、以下の説明では
、図１（ｃ）と同様に、配線基板１０（図１（ａ）参照）の一部を拡大した図を用いて説
明する。
【００４４】
　図４（ａ）に示すように、配線層４２を覆うように、絶縁層形成部材２００を絶縁層４
１（図１（ａ）参照）に貼り付ける。絶縁層形成部材２００は、支持フィルム２０１と、
支持フィルム２０１の下面に設けられた半硬化状態の絶縁層４３とを有する。この半硬化
状態の絶縁層４３により、配線層４２（パッド４２Ｐ）の上面及び側面を被覆する。絶縁
層形成部材２００は、例えば、真空熱圧着により貼り付けられる。そして、例えば加熱し
、絶縁層４３を硬化させる。なお、破線にて、次の工程にてレーザ光を照射して開口部を
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形成する位置を示している。
【００４５】
　支持フィルム２０１は、絶縁層４３を支持するためのフィルムである。支持フィルム２
０１の材料としては、例えば、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）等のポリエステル
、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル等のポリオレフィン、ポリカーボネート等を用いること
ができる。支持フィルム２０１の厚さは、例えば、３０μｍ～４０μｍとすることができ
る。
【００４６】
　半硬化状態の絶縁層４３としては、例えば、シリカの粒子等の無機フィラーを含有する
半硬化状態の樹脂層、等を用いることができる。無機フィラーとして、アルミナの粒子や
炭化珪素の粒子等を用いてもよい。また、複数種類の粒子を用いてもよい。半硬化状態の
樹脂層の材料としては、例えば、熱硬化性を有したエポキシ樹脂や熱硬化性ポリオレフィ
ン系樹脂等を用いることができる。また、絶縁層４３を構成する半硬化状態とされた樹脂
層の材料としては、上記以外の樹脂を用いてもよい。半硬化状態とされた絶縁層４３の厚
さは、例えば、３７～５３μｍとすることができる。
【００４７】
　図４（ｂ）に示す工程では、図４（ａ）に示す支持フィルム２０１を介して、硬化した
絶縁層４３にレーザ光を照射し、絶縁層４３及び支持フィルム２０１に開口部２０２Ｘ及
び開口部２０１Ｘを形成する。絶縁層４３の開口部２０２Ｘは、図１（ｃ）に示す第１の
孔部４３１に対応した大きさとなる。レーザ光の照射に用いられるレーザ光源としては、
例えば炭酸ガスレーザを用いることができる。なお、レーザ光源として、例えばＹＡＧレ
ーザ、ＵＶ－ＹＡＧレーザ、ＹＶＯ４レーザ、ＹＬＦレーザ、エキシマレーザ等が用いら
れてもよい。
【００４８】
　このとき、照射するレーザ光の強度（エネルギー）は、１ショット、つまり１回の照射
にて、所望の開口径の開口部２０２Ｘを形成するのに充分な値に設定される。例えば、無
機フィラーを含む絶縁層に開口部を形成する場合、無機フィラーを含まない絶縁層に開口
部を形成するために必要なエネルギーのレーザ光を複数回（例えば３回以上）照射する。
このような複数回分のレーザ光のエネルギーの合計値を、１回分のエネルギーとしたレー
ザ光を用いる。
【００４９】
　すると、照射するレーザ光のエネルギーにより、パッド４２Ｐが加熱される。このパッ
ド４２Ｐの熱により、絶縁層４３において、パッド４２Ｐの上面４２ａに接する部分２０
３を変質させる。パッド４２Ｐの熱は、レーザ光が照射される部分（パッド４２Ｐの中心
部分）から周辺へと伝達する。したがって、変質する部分２０３は、中心に近いほど厚く
、周辺に向かって薄くなる。絶縁層４３における部分２０３を変質することとしては、例
えば、絶縁層４３に含まれる樹脂の炭化による熱分解すること、絶縁層４３の樹脂を溶融
すること、を含む。
【００５０】
　図４（ｃ）に示すように、変質した部分２０３（図４（ｂ）参照）を除去する。これに
より、第２の孔部４３２が形成される。従って、絶縁層４３に、第１の孔部４３１と第２
の孔部４３２とを有する貫通孔４３Ｘが形成される。図４（ｂ）に示す部分２０３の除去
には、例えばデスミア処理を用いることができる。デスミア処理としては、例えば過マン
ガン酸カリウム溶液などを用いることができる。絶縁層４３において変質した部分２０３
は、除去処理（例えばデスミア処理）により容易に除去することができる。このように、
レーザ光の照射により、絶縁層４３における部分２０３を、デスミア処理等の所定の除去
処理により容易に除去することができるように変質させる。
【００５１】
　このように、レーザ光を照射してパッド４２Ｐを加熱し、絶縁層４３における部分２０
３を変質させる。このため、図１（ｃ）に示すパッド４２Ｐの直径Ｄ１は、第１の孔部４
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３１の開口径Ｄ２の１．２～２倍に設定されることが好ましい。そして、パッド４２Ｐの
加熱による絶縁層４３の樹脂の変質量から、第２の孔部４３２の深さ（第１の孔部４３１
の下端からパッド４２Ｐの上面までの距離）は、１～３μｍとなる。つまり、第２のビア
部４４２の厚さ（パッド４２Ｐの上面から第２のビア部４４２の上端（第１のビア部４４
１の下端）までの距離）は、１～３μｍとなる。
【００５２】
　これらにより、貫通孔４３Ｘにおいて、第１の孔部４３１の深さ（絶縁層４３の上面４
３ａから第１の孔部４３１の下端までの絶縁層４３を貫通する方向の長さ）は、貫通孔４
３Ｘの深さの８０～９８％となる。そして、第１の孔部４３１の深さは、貫通孔４３Ｘの
深さの８８～９７％となることが好ましい。従って、ビア配線４４Ｖにおいて、第１のビ
ア部４４１の長さ（絶縁層４３を貫通する方向の長さ）は、ビア配線４４Ｖの長さの８０
～９８％となる。そして、第１のビア部４４１の長さは、ビア配線４４Ｖの長さの８８～
９７％となることが好ましい。
【００５３】
　例えば、図４（ｃ）に示す状態の構造体から支持フィルム２０１を除去する。その後、
図４（ｄ）に示すように、ビア配線４４Ｖと配線パターン４４Ｌを含む配線層４４を形成
する。
【００５４】
　配線層４４は、例えばセミアディティブ法により形成することができる。
　例えば、図４（ｃ）に示す状態の構造体から支持フィルム２０１を除去した後、無電解
めっき法（無電解銅めっき法）により、絶縁層４３の表面を覆うシード層を形成する。次
いで、シード層上にレジストパターンを形成する。レジストパターンは、ビア配線４４Ｖ
を形成する部分と配線パターン４４Ｌを形成する部分のシード層を露出して形成される。
【００５５】
　次いで、シード層を給電層として利用する電解めっき法（電解銅めっき法）により、レ
ジストパターンから露出するシード層上にめっき金属を析出させる。これにより、レジス
トパターンから露出するシード層上の導体と、貫通孔４３Ｘに充填された導体からなる導
体層を形成する。ついで、レジストパターンを除去し、導体層から露出するシード層をエ
ッチングで除去する。これにより、図４（ｄ）に示すビア配線４４Ｖと配線パターン４４
Ｌとを有する配線層４４を形成する。
【００５６】
　なお、配線層４４をサブトラクティブ法により形成することもできる。
　例えば、図４（ｃ）に示す状態の構造体から支持フィルムを除去した後、無電解めっき
法（無電解銅めっき法）により、絶縁層４３の表面を覆うシード層を形成する。そのシー
ド層を給電層として利用する電解めっき法（電解銅めっき法）により、シード層上にめっ
き金属を析出させる。これにより、シード層上の導体と、貫通孔４３Ｘに充填された導体
からなる導体層を形成する。そして、導電層を覆うエッチングマスクを形成する。エッチ
ングマスクは、ビア配線４４Ｖを形成する部分と配線パターン４４Ｌを形成する部分とを
覆うように形成される。このエッチングマスクから露出する導体層をエッチングにより除
去する。これにより、図４（ｄ）に示すビア配線４４Ｖと配線パターン４４Ｌとを有する
配線層４４を形成する。
【００５７】
　次に、上記の配線基板１０の作用を説明する。
　図１（ａ）及び図１（ｃ）に示すように、配線基板１０は、配線層４２と、配線層４２
を覆う絶縁層４３と、配線層４４とを有している。
【００５８】
　配線層４２は、パッド４２Ｐを有している。絶縁層４３には、その厚さ方向に絶縁層４
３を貫通し、配線層４２の上面の一部を露出する貫通孔４３Ｘが形成されている。貫通孔
４３Ｘは、絶縁層４３の上面４３ａ側に形成された第１の孔部４３１と、絶縁層４３の下
面４３ｂ側に形成された第２の孔部４３２とを含む。第１の孔部４３１は、上端である絶
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縁層４３の上面４３ａから下方（配線層４２側）に向かうに連れて径が小さくなるテーパ
状又は逆円錐台形状に形成されている。第２の孔部４３２は、第１の孔部４３１の下端と
等しい開口径に対して、配線層４２の上面４２ａにおける開口径Ｄ３が大きくなるように
形成されている。
【００５９】
　配線層４４は、貫通孔４３Ｘに充填されたビア配線４４Ｖを有している。ビア配線４４
Ｖは、第１の孔部４３１に充填された第１のビア部４４１と、第２の孔部４３２に充填さ
れた第２のビア部４４２とを有している。第１のビア部４４１は、絶縁層４３の上面４３
ａから下面４３ｂに向かうに連れて径が小さくなるテーパ状又は逆円錐台形状に形成され
ている。第２のビア部４４２は、配線層４２のパッド４２Ｐの上面における径より配線層
４４側の径が小さく形成されている。
【００６０】
　このようなビア配線４４Ｖは、単にテーパ状又は逆円錐台形状に形成されたビア配線（
例えば、図１（ｂ）に示すビア配線４２Ｖ）と比べ、パッド４２Ｐとの間の接続面積が大
きい。従って、配線層４２と配線層４４の間の接続信頼性が向上する。
【００６１】
　なお、図１（ｂ）に示すビア配線４２Ｖは、プレーン状の配線２４に接続されている。
図１（ａ）では１つの配線２４に対して１つのビア配線４２Ｖを示しているが、１つのプ
レーン状の配線２４の場合、複数のビア配線４２Ｖが接続される。従って、この配線２４
と複数のビア配線４２Ｖを含む配線層４２の間の接続信頼性は確保されている。
【００６２】
　以上記述したように、本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
　（１）配線基板１０は、配線層４２と、配線層４２を覆う絶縁層４３と、配線層４４と
を有している。配線層４４は、貫通孔４３Ｘに充填され、配線層４２のパッド４２Ｐに接
続されたビア配線４４Ｖを有している。ビア配線４４Ｖは、第１の孔部４３１に充填され
た第１のビア部４４１と、第２の孔部４３２に充填された第２のビア部４４２とを有して
いる。第１のビア部４４１は、絶縁層４３の上面４３ａから下面４３ｂに向かうに連れて
径が小さくなるテーパ状又は逆円錐台形状に形成されている。第２のビア部４４２は、配
線層４２のパッド４２Ｐの上面における径より配線層４４側の径が小さく形成されている
。
【００６３】
　このようなビア配線４４Ｖは、単にテーパ状又は逆円錐台形状に形成されたビア配線（
例えば、図１（ｂ）に示すビア配線４２Ｖ）と比べ、パッド４２Ｐとの間の接続面積が大
きい。従って、単にテーパ状又は逆円錐台形状としたビア配線により接続したものと比べ
、配線層４２と配線層４４の間の接続信頼性を向上させることができる。
【００６４】
　（２）絶縁層３１，３３，４１，４３には、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁
性樹脂に、シリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材が用いられる。フィラーは、
絶縁層の熱膨張係数を低くする。絶縁層の熱膨張係数と電子部品の熱膨張係数との差を小
さくすることで、配線基板と電子部品とを含む半導体パッケージの反りを抑制することが
できる。そして、配線基板における配線の微細化を図ることができる。
【００６５】
　＜変形例＞
　尚、上記各実施形態は、以下の態様で実施してもよい。
　・上記実施形態に対し、配線基板の形状（配線層と絶縁層の層数）などを適宜変更して
もよい。
【００６６】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）は、製造方法の変形例の一例を示す。
　図５（ａ）、図５（ｂ）に示す工程は、上述の実施形態における図４（ｃ）、図４（ｄ
）に示す工程に替えて実施される。つまり、図４（ｂ）に示す工程において、レーザ光の
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照射によって変質された絶縁層４３の部分２０３を形成する。そして、図５（ａ）に示す
工程において、変質した部分２０３（図４（ｂ）参照）を除去する。さらに、パッド４２
Ｐの上面４２ｃを、外周部に対して中心部が低い湾曲した凹状に形成する。この上面４２
ｃは、貫通孔４３Ｘからパッド４２Ｐをエッチングすることにより形成することができる
。
【００６７】
　次に、図５（ａ）に示す状態の構造体から支持フィルム２０１を除去する。その後、図
５（ｂ）に示すように、ビア配線４４Ｖと配線パターン４４Ｌを含む配線層４４を形成す
る。
【００６８】
　配線層４４は、例えばセミアディティブ法により形成することができる。
　例えば、図５（ａ）に示す状態の構造体から支持フィルム２０１を除去した後、無電解
めっき法（無電解銅めっき法）により、絶縁層４３の表面を覆うシード層を形成する。次
いで、シード層上にレジストパターンを形成する。レジストパターンは、ビア配線４４Ｖ
を形成する部分と配線パターン４４Ｌを形成する部分のシード層を露出して形成される。
【００６９】
　次いで、シード層を給電層として利用する電解めっき法（電解銅めっき法）により、レ
ジストパターンから露出するシード層上にめっき金属を析出させる。これにより、レジス
トパターンから露出するシード層上の導体と、貫通孔４３Ｘに充填された導体からなる導
体層を形成する。ついで、レジストパターンを除去し、導体層から露出するシード層をエ
ッチングで除去する。これにより、図５（ｂ）に示すビア配線４４Ｖと配線パターン４４
Ｌとを有する配線層４４を形成する。
【００７０】
　なお、配線層４４をサブトラクティブ法により形成することもできる。
　例えば、図５（ａ）に示す状態の構造体から支持フィルムを除去した後、無電解めっき
法（無電解銅めっき法）により、絶縁層４３の表面を覆うシード層を形成する。そのシー
ド層を給電層として利用する電解めっき法（電解銅めっき法）により、シード層上にめっ
き金属を析出させる。これにより、シード層上の導体と、貫通孔４３Ｘに充填された導体
からなる導体層を形成する。そして、導電層を覆うエッチングマスクを形成する。エッチ
ングマスクは、ビア配線４４Ｖを形成する部分と配線パターン４４Ｌを形成する部分とを
覆うように形成される。このエッチングマスクから露出する導体層をエッチングにより除
去する。これにより、図５（ｂ）に示すビア配線４４Ｖと配線パターン４４Ｌとを有する
配線層４４を形成する。
【００７１】
　このように形成されたビア配線４４Ｖは、パッド４２Ｐの上面４２ｃとの接続面積が、
上記実施形態と比べて大きくなる。このため、ビア配線４４Ｖとパッド４２Ｐとの接続信
頼性を向上させることができる。
【００７２】
　図６は、配線基板の変形例の一例を示す。
　この配線基板１０ａは、配線基板１０ａの厚さ方向の中心付近に設けられた基板本体２
０を有している。
【００７３】
　基板本体２０は、コア基板２１と、コア基板２１を厚さ方向に貫通する貫通孔２１Ｘに
形成された貫通電極２２を有している。また、基板本体２０は、コア基板２１の下面に積
層された配線２３と、コア基板２１の上面に積層された配線２４を有している。配線２３
，２４は、貫通電極２２を介して互いに電気的に接続されている。配線２３は、プレーン
状の配線部２３Ｈと、パッド２３Ｐとを含む。同様に、配線２４は、プレーン状の配線部
２４Ｈとパッド２４Ｐとを含む。
【００７４】
　コア基板２１の材料としては、例えば、補強材であるガラスクロス（ガラス織布）にエ
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ポキシ樹脂を主成分とする熱硬化性の絶縁性樹脂を含浸させ硬化させた、いわゆるガラス
エポキシ樹脂を用いることができる。補強材としてはガラスクロスに限らず、例えば、ガ
ラス不織布、アラミド織布、アラミド不織布、液晶ポリマ（ＬＣＰ）織布やＬＣＰ不織布
を用いることができる。熱硬化性の絶縁性樹脂としてはエポキシ樹脂に限らず、例えば、
ポリイミド樹脂やシアネート樹脂などの樹脂材を用いることができる。貫通電極２２及び
配線２３，２４の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金を用いることができる。
【００７５】
　基板本体２０の下面側には、複数（図では２層）の絶縁層３１，３３及び配線層３２，
３４が積層されている。詳述すると、絶縁層３１は、コア基板２１の下面に、配線２３を
被覆するように形成されている。配線層３２は、絶縁層３１の下面に積層されている。配
線層３２は、絶縁層３１を厚さ方向に貫通し、配線部２３Ｈと接続されたビア配線３２Ｖ
ｂと、パッド２３Ｐと接続されたビア配線３２Ｖａと、絶縁層３１の下面側に形成された
パッド３２Ｐ及び配線パターンとを有している。ビア配線３２Ｖａは、図１（ｃ）に示す
ビア配線４４Ｖと同様に形成され、ビア配線３２Ｖｂは図１（ｂ）に示すビア配線４２Ｖ
と同様に形成されている。
【００７６】
　絶縁層３３は、絶縁層３１の下面に、配線層３２を被覆するように形成されている。配
線層３４は、絶縁層３３の下面に積層されている。配線層３４は、絶縁層３３を厚さ方向
に貫通してパッド３２Ｐに接続されたビア配線３４Ｖａと、そのビア配線３４Ｖａを介し
て配線層３２と電気的に接続され、絶縁層３３の下面に積層された配線パターンとを有し
ている。ビア配線３４Ｖａは、図１（ｃ）に示すビア配線４４Ｖと同様に形成されている
。
【００７７】
　絶縁層３１，３３の材料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁
性樹脂に、シリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いることができる。配線
層３２，３４の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）や銅合金を用いることができる。
【００７８】
　基板本体２０の上面側には、複数（図では２層）の絶縁層４１，４３及び配線層４２，
４４が積層されている。詳述すると、絶縁層４１は、コア基板２１の上面に、配線２４を
被覆するように形成されている。配線層４２は、絶縁層４１の上面に積層されている。配
線層４２は、絶縁層４１を厚さ方向に貫通し、配線部２４Ｈと接続されたビア配線４２Ｖ
ｂと、パッド２４Ｐと接続されたビア配線４２Ｖａと、絶縁層４１の上面側に形成された
パッド４２Ｐと配線部４２Ｈと配線パターンとを有している。配線部４２Ｈは、プレーン
状（平板状）に形成されている。ビア配線４２Ｖａは、図１（ｃ）に示すビア配線４４Ｖ
と同様に形成され、ビア配線４２Ｖｂは図１（ｂ）に示すビア配線４２Ｖと同様に形成さ
れている。
【００７９】
　絶縁層４３は、絶縁層４１の上面に、配線層４２を被覆するように形成されている。配
線層４４は、絶縁層４３の上面に積層されている。配線層４４は、絶縁層４３を厚さ方向
に貫通してパッド４２Ｐに接続されたビア配線４４Ｖａと、配線部４２Ｈに接続されたビ
ア配線４４Ｖｂと、絶縁層４３の上面に積層された配線パターンとを有している。ビア配
線４４Ｖａは、図１（ｃ）に示すビア配線４４Ｖと同様に形成され、ビア配線４４Ｖｂは
図１（ｂ）に示すビア配線４２Ｖと同様に形成されている。
【００８０】
　絶縁層４１，４３の材料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁
性樹脂、又はこれら樹脂にシリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いること
ができる。配線層４２，４４の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金を用いること
ができる。
【００８１】
　なお、図６では省略したが、絶縁層３３の下面には、配線層３４を被覆するとともに、
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配線層３４の下面の一部を外部接続用パッドとして露出する開口部を有する保護絶縁層が
積層されている。なお、配線層３４において、露出する面に表面処理層が形成されてもよ
い。また、絶縁層４３の上面には、配線層４４を被覆するとともに、配線層４４の上面の
一部を外部接続パッドとして露出する開口部を有する保護絶縁層が積層されている。なお
、配線層４４において、露出する面に表面処理層が形成されてもよい。最上層の配線層４
４の上には接続端子としてのバンプが形成されてもよい。
【００８２】
　つまり、この配線基板１０ａは、同一の配線層にパッドとプレーン状の配線部とを有し
ている。例えば、配線層４２は、パッド４２Ｐと配線部４２Ｈとを有している。配線層４
２を覆う絶縁層４３には、パッド４２Ｐに対応して、上述した第１の孔部と第２の孔部と
を有する貫通孔（第１の貫通孔）と、配線部４２Ｈに対応して絶縁層４３の上面から配線
部４２Ｈまで径が徐々に小さくなるテーパ状又は逆円錐台形状の貫通孔（第２の貫通孔）
を有している。そして、パッド４２Ｐに接続されたビア配線４４Ｖａは、上述した第１の
ビア部と第２のビア部とを有している。ビア配線３２Ｖａ，３４Ｖａ，４２Ｖａについて
もビア配線４４Ｖａと同様である。また、配線部４２Ｈに接続されたビア配線４４Ｖｂは
、絶縁層４３の上面から配線部４２Ｈの上面まで徐々に径が小さくなるテーパ状又は逆円
錐台形状に形成される。ビア配線３２Ｖｂ，４２Ｖｂについてもビア配線４４Ｖｂと同様
である。
【００８３】
　図７（ａ）に示すように、ビア配線４４Ｖの第２のビア部４４２ａを、パッド４２Ｐよ
り小さい径を有するように形成してもよい。また、図７（ｂ）に示すように、パッド４２
Ｐの側面４２ｄの一部（上部）を覆うようにビア配線４４Ｖの第２のビア部４４２ｂを形
成してもよい。この図７（ｂ）に示すビア配線４４Ｖの場合、第２のビア部４４２ｂのパ
ッド４２Ｐの上面における径Ｄ３は、パッド４２Ｐの径よりも大きい。
【００８４】
　なお、１つの配線基板において、これらの第２のビア部４４２ａ，４４２ｂを含むビア
配線４４Ｖと上記実施形態の第２のビア部４４２を含むビア配線４４Ｖ（図１（ｃ）参照
）の少なくとも２つを混在して形成してもよい。また、図５（ｂ）に示す上面４２ｃを有
するパッド４２Ｐに対して、図７（ａ）又は図７（ｂ）に示す第２のビア部４４２ａ，４
４２ｂを有するビア配線４４Ｖを形成するようにしてもよい。
【００８５】
　・上記各形態は、基板本体２０（コア基板２１）を有する配線基板１０，１０ａとした
が、コア基板を有していない配線基板としてもよい。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　配線基板
　２０　基板本体
　２３，２４　配線
　４３　絶縁層
　４３Ｘ　貫通孔
　４３１　第１の孔部
　４３２　第２の孔部
　３２，３４，４２，４４　配線層
　３４Ｖ，４４Ｖ　ビア配線
　４４１　第１のビア部
　４４２　第２のビア部
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